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動

４
、
住
生
活
基
本
計
画
を
推
進
す
る
こ
と
。

５
、
火
葬
場
・
斎
場
等
の
施
設
整
備
に
つ
い

て
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

、
道
路
の
整
備
促
進

１９
　

町
村
を
広
く
国
民
の
ふ
る
さ
と
と
し
て
活

性
化
し
、
地
域
住
民
の
生
活
を
豊
か
な
潤
い

の
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、
社
会
経
済
活
動

を
支
え
る
道
路
網
の
整
備
は
重
要
か
つ
緊
急

の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た

い
。

１
、
道
路
網
の
整
備
促
進

　 
　
次
期
「
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
」
を

策
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
道
路
事
業
に
つ

い
て
、
所
要
の
事
業
量
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
整
備
が
立
ち
遅
れ
て
い
る
町
村
道
の
整

備
を
重
点
的
に
推
進
す
る
等
、
適
切
な
措
置

を
講
じ
る
こ
と
。

（
道
路
実
延
長
の
う
ち
、　

・
６
％
を
占
め

８４

る
市
町
村
道
の
改
良
率
は　

・
０
％
、
舗
装

５５

率
は　

・
８
％
）

１７

　 
　
道
路
特
定
財
源
に
つ
い
て
は
、
現
行
税

率
を
維
持
し
た
上
で
、
市
町
村
へ
の
配
分
割

合
を
引
き
上
げ
る
な
ど
、
市
町
村
道
路
財
源

の
充
実
を
図
る
こ
と
。

　 
　
国
道
・
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
の

均
衡
あ
る
道
路
網
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と

も
に
、
特
定
地
域
の
開
発
の
た
め
の
道
路
整

備
を
推
進
す
る
こ
と
。

　 
　
高
規
格
幹
線
道
路
網
の
整
備
及
び
こ
れ

に
関
連
す
る
幹
線
道
路
の
整
備
を
促
進
す
る

こ
と
。

　

ま
た
、
高
速
自
動
車
国
道
の
着
実
な
整
備

を
推
進
す
る
た
め
、
全
国
料
金
プ
ー
ル
制
を

堅
持
す
る
こ
と
。

２
、
落
石
、
崩
土
等
の
発
生
を
未
然
に
防
止

す
る
と
と
も
に
、
雨
量
規
制
に
よ
る
支
障
を

改
善
す
る
た
め
法
面
保
護
、
落
石
防
止
事
業

等
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
財
政

措
置
を
充
実
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
道
路
冠
水
対
策
、
冬
期
除
雪
迅
速

化
な
ど
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

３
、
次
期
「
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
」
を

策
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
交
通
安
全
施
設

等
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
所
要
の
事
業
量
を

確
保
す
る
と
と
も
に
、
整
備
が
立
ち
遅
れ
て

い
る
町
村
の
交
通
安
全
等
整
備
事
業
を
重
点

的
に
推
進
す
る
等
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

　

、
河
川
等
の
整
備
促
進

２０
　

真
に
豊
か
な
生
活
を
実
現
す
る
た
め
、
治

水
事
業
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
緊
急

の
課
題
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た

い
。

１
、
次
期
「
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
」
を

策
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
治
水
事
業
に
つ

い
て
、
所
要
の
事
業
量
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
整
備
が
立
ち
遅
れ
て
い
る
町
村
の
準
用

河
川
改
修
等
の
治
水
事
業
を
重
点
的
に
推
進

す
る
等
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

な
お
、
国
の
管
理
す
る
河
川
改
修
等
の
事

業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
生
態
系
の
維
持

に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
浚
渫
や
自
生

雑
木
の
除
去
等
適
切
な
措
置
を
早
急
に
講
じ

る
こ
と
。

２
、
次
期
「
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
」
を

策
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
海
岸
事
業
に
つ

い
て
、
所
要
の
事
業
量
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
整
備
が
立
ち
遅
れ
て
い
る
町
村
の
海
岸

事
業
の
整
備
を
重
点
的
に
推
進
す
る
等
、
適

切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

、
土
地
対
策
の
確
立

２１
　

土
地
政
策
に
つ
い
て
は
、
豊
か
で
安
心
で

き
る
ま
ち
づ
く
り
・
地
域
づ
く
り
を
目
指
す

観
点
か
ら
、「
土
地
基
本
法
」
の
基
本
理
念
を

踏
ま
え
つ
つ
総
合
的
な
土
地
政
策
を
機
動
的

に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
の
公
共
用
地
の
取

得
が
困
難
な
状
況
に
は
、
特
に
配
慮
す
べ
き

で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た

い
。

１
、
土
地
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
機

動
的
に
実
施
す
る
た
め
、
関
係
省
庁
間
及
び

国
・
地
方
を
通
ず
る
施
策
を
総
合
調
整
す
る

こ
と
。

　

ま
た
、
町
村
に
お
け
る
総
合
的
な
土
地
利

用
計
画
の
整
備
が
は
か
れ
る
よ
う
、
権
限
を

拡
充
す
る
こ
と
。

２
、
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
及
び
特
定
住

宅
地
造
成
事
業
に
か
か
る
公
有
地
提
供
者

（
代
替
地
提
供
者
を
含
む
）に
対
す
る
譲
渡
所

得
税
の
特
別
控
除
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
。

３
、
公
共
事
業
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
制
度

上
の
事
業
認
定
を
う
け
る
こ
と
な
く
「
租
税

特
別
措
置
法
」
の
特
別
控
除
が
認
め
ら
れ
る

対
象
事
業
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
。

｢
４
、 

第
５
次
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
」

を
計
画
的
か
つ
着
実
に
推
進
す
る
こ
と
。

　

、
災
害
対
策
の
推
進

２２
　

台
風
等
に
よ
る
集
中
豪
雨
、
頻
発
す
る
地

震
等
の
災
害
に
対
し
、
災
害
復
旧
と
住
民
生

活
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
災
害
対
策
を

一
層
充
実
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た

い
。

１
、
大
震
災
等
災
害
対
策
の
確
立

　 
　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
等
の
貴
重
な
経
験

や
教
訓
を
踏
ま
え
、
災
害
に
対
し
迅
速
か
つ

的
確
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
国
、
都
道
府
県
、

市
町
村
等
に
わ
た
る
総
合
調
整
体
制
を
強
化

し
、
災
害
予
防
・
応
急
・
復
旧
対
策
を
確
立

す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
地
震
災
害
に
関
す
る
資
料
の
収
集

等
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
防
災
に
関
す
る

総
合
的
、
実
践
的
な
能
力
を
有
す
る
人
材
を

育
成
す
る
こ
と
。

　 
　
電
気
、
水
道
、
ガ
ス
等
の
ラ
イ
フ
ラ
イ

ン
及
び
基
幹
と
な
る
交
通
、
通
信
施
設
の
災

害
に
対
す
る
安
全
性
を
強
化
す
る
こ
と
。

　 
　
公
園
・
緑
地
及
び
緊
急
輸
送
道
路
、
特

に
農
道
、
林
道
等
を
整
備
す
る
こ
と
。

　 
　
貯
水
槽
の
整
備
及
び
井
戸
の
活
用
に
よ

る
緊
急
時
の
生
活
用
水
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
食
料
の
備
蓄
及
び
炊
き
出
し
の
た
め
の

資
材
を
整
備
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
緊
急
時
に
お
け
る
仮
設
ト
イ
レ
の

設
置
な
ど
、
保
健
衛
生
面
に
つ
い
て
の
整
備

並
び
に
災
害
そ
の
も
の
や
避
難
所
生
活
に
お

い
て
受
け
る
精
神
的
ス
ト
レ
ス
に
対
す
る
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
つ
い
て
の
体
制
を
整

備
す
る
こ
と
。

　 
　
自
主
防
災
組
織
の
強
化
と
そ
の
活
動
が

円
滑
に
推
進
で
き
る
よ
う
、
補
償
制
度
を
確

立
す
る
な
ど
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。

　

ま
た
、
防
災
等
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
と

活
動
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。

　 
　
近
年
の
災
害
の
多
様
化
を
踏
ま
え
、
防

災
対
策
を
総
合
的
に
充
実
強
化
す
る
た
め
、

防
災
基
本
計
画
の
必
要
な
見
直
し
を
行
う
と

と
も
に
、
町
村
が
地
域
防
災
計
画
を
見
直
す

際
は
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
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活 動

　 
　
災
害
時
に
避
難
場
所
と
な
る
施
設
に
対

す
る
財
政
措
置
を
拡
大
す
る
こ
と
。

２
、
地
震
予
知
体
制
の
確
立

　 
　
地
震
、
噴
火
、
豪
雨
等
、
各
種
災
害
に

対
す
る
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
を
組
み
合
せ
た
総

合
的
な
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
。

　 
　
東
海
地
震
及
び
東
南
海
・
南
海
地
震
等

の
大
規
模
地
震
に
対
し
、
観
測
体
制
を
強
化

す
る
と
と
も
に
、
国
の
関
係
機
関
を
含
め
た

広
域
防
災
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
津
波
対
策
を
充
実
す
る
と
と
も

に
、
携
帯
電
話
等
の
移
動
通
信
を
使
っ
た
防

災
危
機
管
理
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

　 
　
地
震
予
知
に
つ
い
て
は
、
地
震
の
被
害

を
軽
減
す
る
た
め
に
も
重
要
な
の
で
、
精
度

を
高
め
る
た
め
の
調
査
研
究
を
推
進
す
る
こ

と
。

３
、
非
常
時
に
お
け
る
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム

の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
。

４
、
次
期
「
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
」
を

策
定
し
、
海
岸
事
業
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
対

策
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
治
山
治
水
事
業
を
推
進
す
る
と
と

も
に
、
火
山
地
域
の
防
災
対
策
に
万
全
を
期

す
る
た
め
、
土
石
流
対
策
と
し
て
火
山
砂
防

事
業
及
び
地
域
防
災
対
策
総
合
治
山
事
業
を

推
進
す
る
こ
と
。

５
、
災
害
救
助
そ
の
他
応
急
対
策
等
の
充
実

　 
　
災
害
救
助
法
の
救
助
基
準
の
改
善
と
迅

速
な
適
用
及
び
災
害
救
助
用
の
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
・
ヘ
リ
ポ
ー
ト
の
整
備
な
ど
応
急
対
策

を
充
実
す
る
こ
と
。

　 
　
地
震
、
風
水
害
等
に
よ
り
甚
大
な
被
害

を
蒙
っ
た
地
域
の
早
期
復
旧
を
は
か
る
た

め
、
激
甚
災
害
の
早
期
指
定
に
努
め
る
と
と

も
に
、
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
事
業
を
積

極
的
に
推
進
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
」
の
適

用
基
準
の
さ
ら
な
る
緩
和
を
は
か
る
と
と
も

に
、「
天
災
融
資
法
」
の
適
用
基
準
を
緩
和
す

る
こ
と
。

　 
　
海
難
・
水
難
及
び
山
岳
遭
難
等
の
救
助

活
動
に
伴
う
町
村
の
費
用
負
担
に
対
し
、
適

切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　 
　
災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資

金
の
貸
付
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
。

６
、
観
光
産
業
や
伝
統
工
芸
等
の
地
場
産
業

を
復
興
し
、
地
域
経
済
を
早
期
に
回
復
さ
せ

る
た
め
、
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
早
期
復
旧
及
び

風
評
被
害
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
万
全
の

支
援
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

７
、
改
良
復
旧
方
式
を
積
極
的
に
採
用
す
る

と
と
も
に
、
復
旧
事
業
の
対
象
を
拡
大
す
る

な
ど
、
再
度
災
害
、
連
年
災
害
に
対
す
る
総

合
的
対
策
を
確
立
す
る
こ
と
。

　

特
に
、
災
害
関
連
緊
急
事
業
に
つ
い
て

は
、
そ
の
弾
力
的
運
用
に
よ
り
、
再
度
災
害

防
止
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
。

８
、
町
村
が
自
主
的
に
実
施
で
き
る
防
災
対

策
事
業
に
か
か
る
地
方
債
及
び
地
方
交
付
税

措
置
を
充
実
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
自
然
災
害
防
止
事
業
債
の
所
要
額

を
確
保
す
る
こ
と
。

　

、
町
村
消
防
の
充
実
強
化

２３
　

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
に
よ
り
複
雑
多

様
化
、
大
規
模
化
す
る
火
災
、
地
震
、
風
水

害
等
災
害
に
対
応
し
、
地
域
住
民
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
、
消
防
力
の
充
実
、
大
規
模

災
害
対
策
の
推
進
等
を
は
か
る
と
と
も
に
、

救
急
に
対
す
る
国
民
の
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
に

対
応
す
る
救
急
業
務
の
一
層
の
充
実
を
は
か

る
必
要
が
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た

い
。

１
、
消
防
設
備
の
整
備

　

消
防
防
災
設
備
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
措

置
を
講
じ
る
こ
と
。

２
、
大
規
模
災
害
対
策
等
の
推
進

　 
　
小
規
模
な
消
防
体
制
で
は
対
応
で
き
な

い
事
態
に
備
え
、
広
域
化
や
応
援
体
制
の
整

備
等
に
つ
い
て
早
急
に
推
進
す
る
こ
と
。

　 
　
防
災
行
政
無
線
・
消
防
救
急
無
線
の
デ

ジ
タ
ル
化
の
整
備
等
に
つ
い
て
は
、
適
切
な

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　 
　
林
野
火
災
に
対
す
る
総
合
的
対
策
を
推

進
す
る
た
め
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

３
、
高
規
格
救
急
自
動
車
、
高
度
救
命
処
置

用
資
機
材
等
の
整
備
を
は
か
る
た
め
適
切
な

措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
救
急
隊
員
に
対

す
る
教
育
訓
練
を
充
実
す
る
こ
と
。

４
、
消
防
団
の
活
性
化

　 
　
施
設
装
備
及
び
教
育
訓
練
等
の
充
実
を

は
か
る
た
め
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　 
　
団
員
の
確
保
を
は
か
る
た
め
、
国
に
お

い
て
も
啓
発
及
び
Ｐ
Ｒ
を
積
極
的
に
行
う
こ

と
。

　

、
暴
力
の
根
絶
と
安
全
・
安
心
ま

２４ち
づ
く
り
の
充
実
強
化

　

銃
器
を
使
用
し
た
凶
悪
事
件
等
が
相
次
い

で
発
生
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
住
民
が
安

心
し
て
安
全
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
実
現

す
る
た
め
、
銃
器
犯
罪
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
暴

力
を
社
会
か
ら
根
絶
し
、
住
民
生
活
の
安
全

対
策
の
充
実
・
強
化
等
を
は
か
る
こ
と
は
緊

急
の
課
題
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
実

現
さ
れ
た
い
。

１
、
銃
器
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
。

２
、
行
政
対
象
暴
力
に
対
す
る
適
切
な
措
置

を
講
じ
る
こ
と
。

３
、
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
犯
罪
の
な

い
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
対
す

る
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

、
戸
籍
制
度
の
見
直
し

２５
　

戸
籍
事
務
に
つ
い
て
は
、
町
村
に
本
籍
と

現
住
所
双
方
を
有
す
る
者
又
は
一
方
が
町
村

外
に
あ
る
者
に
分
か
れ
て
お
り
、
事
務
が
煩

雑
に
な
っ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
本
籍
と
現

住
所
を
一
本
化
す
る
な
ど
、
戸
籍
制
度
を
抜

本
的
に
見
直
す
こ
と
。

　

ま
た
、
戸
籍
事
務
の
電
算
化
に
あ
た
っ
て

は
、
導
入
費
用
及
び
ソ
フ
ト
の
更
新
に
要
す

る
費
用
等
を
含
め
た
運
営
経
費
に
対
し
、
適

切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

、
公
職
選
挙
制
度
の
改
善

２６
　

区
、
市
、
町
村
の
別
に
よ
り
設
定
さ
れ
て

い
る
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基

準
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
実
情
を
考
慮
し

所
要
の
改
善
を
は
か
る
こ
と
。

　

、
地
域
交
通
対
策
の
推
進

２７
　

町
村
は
原
油
価
格
が
高
騰
す
る
中
、
地
方

バ
ス
路
線
、
離
島
航
路
及
び
空
路
等
、
真
に

必
要
不
可
欠
な
生
活
交
通
の
確
保
及
び
住
民

生
活
、
地
域
振
興
に
必
要
な
地
域
鉄
道
の
維

持
・
整
備
を
は
か
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
「
地
域
公
共
交
通
の
活
性

化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
く
地

域
公
共
交
通
の
活
性
化
・
再
生
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も

に
、
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た
い
。

１
、
広
域
的
、
幹
線
的
な
地
方
バ
ス
路
線
に

つ
い
て
は
、
赤
字
路
線
を
多
く
抱
え
る
町
村
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部
の
実
情
に
鑑
み
、
そ
の
維
持
に
つ
い
て
適

切
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
生
活
交
通

確
保
の
た
め
の
財
源
に
つ
い
て
も
十
分
な
措

置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
地
域
協
議
会
等
に
お
け
る
協
議
結

果
に
つ
い
て
は
最
大
限
尊
重
す
る
こ
と
。

２
、
離
島
航
路
は
極
め
て
重
要
な
交
通
機
関

で
あ
る
の
で
、
安
全
の
確
保
を
は
か
る
と
と

も
に
、
そ
の
維
持
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を

講
じ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
離
島
空
路
は
離
島
振
興
に
不
可
欠

な
交
通
機
関
で
あ
る
の
で
、「
離
島
空
路
整

｣

備
法 
（
仮
称
）
の
制
定
な
ど
維
持
、
安
定
化

を
は
か
る
こ
と
。

３
、
第
３
セ
ク
タ
ー
鉄
道
等
の
健
全
な
運
営

を
確
保
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

４
、
駅
及
び
公
共
交
通
機
関
等
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、
町
村
の
意
向

を
十
分
反
映
す
る
と
と
も
に
、
適
切
な
措
置

を
講
じ
る
こ
と
。

　

、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
の
推
進

２８
　

最
近
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
、
我
が
国
の
脆

弱
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
構
造
、
地
球
温
暖
化

を
は
じ
め
と
す
る
地
球
環
境
問
題
さ
ら
に
は

原
油
価
格
の
高
騰
を
踏
ま
え
、
新
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
、
石
油
代
替

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
・
導
入
に
か
か
る
対
策

な
ど
総
合
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
を
推
進
す

る
必
要
が
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た

い
。

１
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
・
導
入
の
推
進

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
の
確
保
、

地
球
温
暖
化
防
止
対
策
等
環
境
問
題
へ
の
積

極
的
な
対
応
を
は
か
る
た
め
、
バ
イ
オ
マ
ス

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
燃
料
電
池
、
太
陽
光
発
電
等

の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
の
実
用
化
に
向
け
た

開
発
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け

る
風
力
発
電
、
廃
棄
物
発
電
、
木
質
バ
イ
オ

マ
ス
発
電
及
び
波
力
発
電
等
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
導
入
に
向
け
た
先
進
的
な
取
り
組
み
等
を

行
う
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
積
極
的
な
措

置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

ま
た
、「
電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル

｣

ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法 
（
Ｒ

Ｐ
Ｓ
法
）
の
対
象
と
な
る
電
源
に
、
廃
棄
物

発
電
や
１
、
０
０
０
ｋ
ｗ
以
上
の
中
小
水
力

を
加
え
る
と
と
も
に
、
電
気
事
業
者
に
対
す

る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
義
務
量
を
拡
大
す

る
こ
と
。

２
、
原
子
力
利
用
の
安
全
対
策
の
強
化

　

原
子
力
関
連
施
設
所
在
町
村
の
住
民
の
安

全
を
確
保
す
る
た
め
、
原
子
力
関
連
施
設
に

対
す
る
指
導
監
督
責
任
を
明
確
に
し
、
安
全

規
制
の
抜
本
的
強
化
、
保
安
管
理
体
制
や
事

故
発
生
時
の
迅
速
な
情
報
提
供
体
制
の
確

立
、
防
災
資
機
材
の
整
備
等
に
つ
い
て
一
層

推
進
す
る
こ
と
。

　

な
お
、
原
子
力
発
電
に
つ
い
て
は
、
地
元

住
民
の
理
解
を
得
て
推
進
す
る
こ
と
。

３
、
環
境
影
響
評
価
の
推
進

　

道
路
、
ダ
ム
等
の
大
規
模
事
業
を
対
象

に
、
検
討
段
階
か
ら
複
数
案
で
の
環
境
面
の

比
較
評
価
を
行
い
事
業
計
画
に
反
映
さ
せ
る

「
戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
に
つ
い
て
、

発
電
所
を
対
象
事
業
と
す
る
こ
と
。

４
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
の
強
化

　

長
期
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
見
通
し
の
実
現

と
、
環
境
と
調
和
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構

造
の
構
築
に
向
け
て
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術

の
開
発
促
進
の
た
め
の
産
・
学
・
官
の
一
層

の
連
携
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
投
資
に
対
す

る
金
融
、
税
制
面
の
支
援
措
置
の
強
化
を
は

か
る
と
と
も
に
、
先
進
的
省
エ
ネ
設
備
を
導

入
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
積
極
的
な

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

５
、
石
油
の
価
格
安
定
及
び
安
定
供
給
対
策

の
推
進

　

石
油
の
価
格
安
定
対
策
を
強
力
に
推
進
す

る
と
と
も
に
、
安
定
供
給
の
確
保
を
は
か
る

た
め
、
石
油
備
蓄
対
策
及
び
石
油
開
発
対
策

の
拡
充
・
整
備
等
を
推
進
す
る
こ
と
。

６
、
電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
制
度
の
充

実
　

ク
リ
ー
ン
で
安
全
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る

水
力
発
電
の
開
発
促
進
を
は
か
る
観
点
か

ら
、
電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
制
度
の
充

実
を
は
か
る
と
と
も
に
、
水
力
発
電
施
設
等

所
在
市
町
村
の
合
併
に
よ
り
、
交
付
金
が
減

額
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　

、
過
疎
・
へ
き
地
対
策
の
推
進

２９
　

過
疎
地
域
は
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画

を
作
成
し
自
立
促
進
の
た
め
の
施
策
を
推
進

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
な
お
引
き

続
く
若
年
層
の
流
出
、
少
子
・
高
齢
化
の
一

層
の
進
行
、
地
域
産
業
の
衰
退
に
よ
る
地
域

格
差
の
拡
大
や
医
師
不
足
、
耕
作
放
棄
地
の

増
加
な
ど
、
従
前
に
増
し
て
深
刻
な
状
況
に

直
面
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た

い
。

１
、
平
成　

年
度
末
に
期
限
切
れ
と
な
る
過

２１

疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
の
過
疎
地
域
の
努
力
と
役
割

を
重
視
し
、
過
疎
地
域
の
実
態
を
踏
ま
え
て

そ
の
自
立
振
興
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
、
現
行

法
に
引
き
続
き
、
施
策
の
充
実
強
化
を
は
か

る
こ
と
。

　

ま
た
、
現
行
過
疎
指
定
町
村
を
引
き
続
き

対
象
に
す
る
な
ど
地
域
指
定
要
件
に
つ
い
て

特
段
の
配
慮
を
は
か
る
こ
と
。

２
、
財
政
力
の
弱
い
過
疎
地
域
に
と
っ
て
、

過
疎
債
の
持
つ
意
味
と
地
方
交
付
税
が
有
す

る
財
源
調
整
・
財
源
保
障
の
両
機
能
は
極
め

て
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
過
疎
債
の
所
要

額
の
確
保
及
び
地
方
交
付
税
の
両
機
能
の
一

体
堅
持
を
す
る
こ
と
。

３
、
過
疎
地
域
に
お
け
る
保
健
・
医
療
対
策

を
充
実
強
化
す
る
と
と
も
に
、
勤
務
医
師
及

び
医
療
従
事
者
の
確
保
等
を
積
極
的
に
は
か

り
、
引
き
続
き
へ
き
地
に
対
す
る
各
種
施
策

を
推
進
す
る
こ
と
。

４
、
国
土
形
成
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て

･

は
、
地
理
的
・
自
然
的 
社
会
的
条
件
の
不
利

性
の
大
き
い
過
疎
地
域
に
対
す
る
十
分
な
配

慮
を
行
う
こ
と
。

５
、
過
疎
地
域
に
お
け
る
郵
政
サ
ー
ビ
ス
が

果
た
す
地
域
に
密
着
し
た
役
割
を
充
分
踏
ま

え
、
住
民
が
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
郵
便
事
業

の
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
で
き
る
よ
う
、
郵
政
機

能
を
維
持
・
充
実
す
る
こ
と
。

６
、
過
疎
地
域
に
お
け
る
義
務
教
育
職
員
の

配
置
基
準
を
緩
和
す
る
こ
と
。

　

、
山
村
等
地
域
振
興
対
策
の
推
進

３０
　

国
土
保
全
、
環
境
保
全
等
で
重
要
か
つ
多

様
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
山
村
地
域
は
、

過
疎
化
、
高
齢
化
、
活
力
の
低
下
な
ど
深
刻

な
事
態
に
直
面
し
て
い
る
。
ま
た
、
依
然
と

し
て
道
路
交
通
網
、
文
化
、
教
育
、
医
療
、

生
活
環
境
等
の
整
備
が
立
ち
遅
れ
、
就
業
機

会
が
少
な
く
所
得
水
準
も
低
い
状
況
に
あ

る
。
今
後
、
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
を
は
か

り
、
多
自
然
居
住
地
域
を
築
い
て
い
く
た

め
、
山
村
地
域
の
振
興
と
そ
の
活
性
化
を
総



町 村 週 報第２６２３号 （第三種郵便物認可） 平成１９年１２月１０日 ４０

活 動

合
的
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た

い
。

１
、
国
土
形
成
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て

は
、
安
全
で
豊
か
な
国
民
生
活
の
確
保
に
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
山
村
地
域
を
適

切
に
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
地
理
的
・
自

然
的
・
社
会
的
条
件
の
不
利
性
の
大
き
い
山

村
地
域
に
対
し
十
分
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。

２
、
産
業
振
興
、
就
業
機
会
の
創
出
と
担
い

手
の
確
保

　 
　
広
域
的
な
幹
線
道
路
交
通
網
の
整
備
等

に
よ
り
就
業
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
地
域
資
源
を
活
用
し
た
地
場
産
業

の
育
成
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
等
の
未
利
用
資

源
の
活
用
、
企
業
等
の
誘
致
、
複
数
地
住
居
、

都
市
と
山
村
の
交
流
の
推
進
等
に
よ
り
、
山

村
に
お
け
る
産
業
の
総
合
的
振
興
を
は
か
る

こ
と
。

　 
　
若
者
に
魅
力
あ
る
職
場
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、
中
高
年
齢
者
の
雇
用
を
促
進
す
る

た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
山
村
に
お
け
る
農
林
業
の
後
継
者

対
策
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
。

３
、
生
活
環
境
基
盤
の
整
備

　 
　
町
村
道
、
農
林
道
等
の
生
活
・
産
業
道

路
網
の
体
系
的
な
整
備
、
交
通
機
能
の
維
持

確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
上
下
水
道
、
汚

水
・
廃
棄
物
処
理
施
設
、
地
域
医
療
、
福
祉

施
設
、
教
育
施
設
等
の
整
備
充
実
を
は
か
る

た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　 
　
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｔ
）
の
進
展
に
対

応
し
、
通
信
事
業
者
と
連
携
し
て
山
村
地
域

に
お
け
る
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
の
整
備
を
進
め

る
と
と
も
に
、
携
帯
電
話
の
利
用
地
域
の
拡

大
が
可
能
と
な
る
移
動
通
信
用
鉄
塔
施
設
の

整
備
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
つ
い
て
、

国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
徹
底
し
た
広

報
・
啓
発
を
行
う
と
と
も
に
、
難
視
聴
を
解

消
す
る
た
め
の
辺
地
共
聴
施
設
の
整
備
等
、

放
送
事
業
者
と
連
携
し
て
、
電
波
状
況
等
に

よ
る
地
域
間
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
補
助
制

度
の
充
実
等
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

４
、
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
の
抜
本
的
強
化

　

野
生
鳥
獣
に
よ
る
被
害
が
山
村
地
域
の
農

林
漁
業
や
住
民
生
活
、
自
然
生
態
系
に
深
刻

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
た
め
、
町
村
が
主

体
的
に
対
策
に
取
り
組
み
、
的
確
か
つ
迅
速

な
対
応
が
で
き
る
よ
う
、
新
た
な
法
的
枠
組

み
を
早
急
に
創
設
す
る
と
と
も
に
、
制
度
面

か
ら
財
政
面
に
わ
た
る
抜
本
的
な
対
策
を
講

じ
る
こ
と
。

　 
　
鳥
獣
被
害
の
予
防
、
適
切
な
個
体
数
管

理
に
基
づ
く
捕
獲
、
捕
獲
鳥
獣
の
処
理
等
に

対
す
る
国
の
支
援
を
強
化
す
る
こ
と
。

　 
　
鳥
獣
被
害
に
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
で

き
る
よ
う
、
地
域
の
実
態
に
応
じ
て
捕
獲
許

可
権
限
の
町
村
へ
の
移
譲
、
わ
な
の
設
置
等

に
関
す
る
規
制
の
緩
和
等
を
行
う
こ
と
。

　 
　
有
害
鳥
獣
対
策
の
技
術
の
開
発
・
普
及
、

専
門
家
の
育
成
等
を
推
進
す
る
こ
と
。

　 
　
広
葉
樹
林
の
植
栽
や
里
山
の
整
備
な
ど

野
生
鳥
獣
の
生
息
環
境
や
人
と
の
棲
み
分
け

に
配
慮
し
た
森
林
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ

と
。

　 
　
対
策
に
必
要
な
財
政
措
置
の
強
化
を
は

か
る
こ
と
。

５
、
山
村
地
域
の
実
態
に
即
し
た
財
源
確
保

対
策

　

山
村
地
域
に
対
し
て
公
共
投
資
の
重
点
配

分
を
行
う
と
と
も
に
、「
森
林
・
林
業
振
興
対

策
」
及
び
「
国
土
保
全
対
策
」
の
充
実
等
適

切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

、
豪
雪
地
帯
の
振
興

３１
　

我
が
国
の
豪
雪
地
帯
は
、
冬
期
の
降
雪
に

よ
る
道
路
交
通
の
遮
断
等
に
よ
り
生
活
環
境

が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
ほ
か
、
産
業
の
立
地

も
遅
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
障
害
を
取

り
除
き
、
地
域
の
振
興
を
は
か
る
必
要
が
あ

る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た

い
。｢

１
、 

豪
雪
地
帯
対
策
基
本
計
画
」
に
基
づ

き
、
引
き
続
き
施
策
を
計
画
的
・
効
率
的
に

推
進
す
る
と
と
も
に
、
道
府
県
計
画
の
策
定

を
促
進
す
る
こ
と
。

２
、
地
方
交
付
税
に
お
け
る
寒
冷
補
正
の
充

実
な
ど
、
豪
雪
地
帯
町
村
に
対
し
、
適
切
な

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

３
、
次
期
「
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
」
及

び
「
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
確
保
五
箇
年

計
画
」
の
策
定
に
よ
り
、
豪
雪
地
帯
の
道
路

整
備
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
雪
寒
道
路
の
指
定
を
拡
大
し
、
除

雪
、
防
雪
及
び
凍
雪
害
防
止
対
策
を
推
進
す

る
こ
と
。

　

な
お
、
消
流
雪
用
水
源
を
確
保
（
河
川
表

流
水
の
利
用
な
ど
）
す
る
と
と
も
に
、
国
・

県
・
市
町
村
道
を
通
ず
る
総
合
的
な
消
除
雪

制
度
を
確
立
す
る
こ
と
。

４
、
公
立
学
校
及
び
公
営
住
宅
、
消
防
防
災

施
設
等
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
医

療
・
教
育
等
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
定

住
促
進
に
資
す
る
、
高
度
な
地
域
情
報
通
信

基
盤
の
整
備
を
推
進
す
る
等
適
切
な
措
置
を

講
じ
る
こ
と
。

５
、
雪
寒
地
帯
に
お
け
る
地
方
バ
ス
は
各
種

装
備
が
必
要
と
な
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を

講
じ
る
こ
と
。

６
、
除
雪
機
械
等
の
格
納
庫
の
整
備
を
推
進

す
る
と
と
も
に
、
豪
雪
に
際
し
て
地
方
公
共

団
体
が
行
う
公
共
の
施
設
の
除
雪
に
対
し
、

適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

７
、
豪
雪
地
帯
に
お
い
て
、
個
性
あ
る
活
性

化
を
推
進
す
る
た
め
の
各
種
事
業
を
推
進
す

る
こ
と
。

８
、
雪
崩
か
ら
人
命
等
を
守
る
た
め
、
雪
崩

防
止
施
設
等
の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
。

　

、
半
島
地
域
の
振
興

３２
　

半
島
地
域
は
、
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
て

い
る
が
、
三
方
を
海
に
囲
ま
れ
て
幹
線
交
通

体
系
か
ら
遠
く
離
れ
、
一
般
的
に
平
地
も
少

な
く
、
ま
た
、
水
資
源
も
乏
し
い
こ
と
な
ど

国
土
資
源
の
利
用
面
に
お
け
る
制
約
か
ら
、

産
業
振
興
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
が
立
ち

遅
れ
て
い
る
実
情
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
か

か
る
現
状
を
打
開
し
、
地
域
住
民
の
生
活
の

向
上
並
び
に
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
と
い
う

基
本
的
な
考
え
方
を
踏
ま
え
た
地
域
の
自
立

的
発
展
を
は
か
る
た
め
に
は
、
各
種
施
策
を

推
進
し
半
島
地
域
の
振
興
を
進
め
る
必
要
が

あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た

い
。

１
、
半
島
振
興
法
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
全

国　

半
島
地
域
の
半
島
振
興
計
画
に
基
づ
く

２３
施
策
が
、
そ
れ
ぞ
れ
着
実
か
つ
効
果
的
に
推

進
で
き
る
よ
う
、
長
期
的
視
点
に
た
っ
て
各

種
事
業
に
か
か
る
支
援
施
策
を
講
じ
る
こ

と
。

２
、
半
島
地
域
の
町
村
に
と
っ
て
は
地
方
交

付
税
は
重
要
で
あ
る
の
で
、
財
源
調
整
・
財

源
保
障
の
両
機
能
を
一
体
と
し
て
堅
持
し
、

地
域
の
実
態
に
即
し
た
補
正
係
数
等
の
改
善

や
財
政
需
要
の
算
定
を
行
う
こ
と
。
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３
、
国
土
形
成
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て

･

は
、
地
理
的
・
自
然
的 
社
会
的
条
件
の
不
利

性
の
大
き
い
半
島
地
域
に
対
す
る
十
分
な
配

慮
を
行
う
こ
と
。

４
、
次
期
「
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
」
の

策
定
と
着
実
な
計
画
の
実
施
を
は
か
る
と
と

も
に
、
半
島
振
興
に
不
可
欠
な
半
島
循
環
道

路
等
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
、
事
業
費
を

確
保
し
、
国
庫
補
助
率
の
特
例
措
置
を
継
続

す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
幹
線
交
通
体
系
か
ら
の
遠
隔
性
を

解
消
す
る
た
め
、
道
路
、
鉄
道
、
空
港
、
港

湾
等
、
交
通
基
盤
の
整
備
を
推
進
し
、
適
切

な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

５
、
情
報
格
差
を
是
正
す
る
た
め
、
光
フ
ァ

イ
バ
ー
網
、
移
動
通
信
、
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
等
の
高

度
な
情
報
通
信
基
盤
整
備
を
推
進
す
る
こ

と
。

　

特
に
、
携
帯
電
話
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
を

拡
大
す
る
な
ど
、
移
動
通
信
の
地
域
間
格
差

を
是
正
す
る
た
め
移
動
通
信
用
鉄
塔
施
設
整

備
事
業
を
通
信
事
業
者
と
連
携
し
て
推
進
す

る
こ
と
。

６
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
つ
い
て
、
国
民

の
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
徹
底
し
た
広
報
・

啓
発
を
行
う
と
と
も
に
、
難
視
聴
を
解
消
す

る
た
め
の
辺
地
共
聴
施
設
の
整
備
等
、
放
送

事
業
者
と
連
携
し
て
、
電
波
状
況
等
に
よ
る

地
域
間
格
差
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
補

助
制
度
の
充
実
等
適
切
な
支
援
措
置
を
講
じ

る
こ
と
。

７
、
半
島
地
域
の
地
場
産
業
で
あ
る
農
林
水

産
業
の
振
興
を
は
か
る
こ
と
。

　

ま
た
、
野
生
鳥
獣
に
よ
る
被
害
が
山
村
地

域
の
農
林
漁
業
や
住
民
生
活
、
自
然
生
態
系

に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
た
め
、
町

村
が
主
体
的
に
対
策
に
取
り
組
み
、
的
確
か

つ
迅
速
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
、
新
た
な
法

的
枠
組
み
を
早
急
に
創
設
す
る
と
と
も
に
、

制
度
面
か
ら
財
政
面
に
わ
た
る
抜
本
的
な
対

策
を
講
じ
る
こ
と
。

８
、
観
光
立
国
推
進
基
本
法
に
基
づ
き
策
定

さ
れ
た
観
光
立
国
推
進
基
本
計
画
を
踏
ま

え
、
半
島
地
域
の
市
町
村
が
地
域
の
特
性
を

活
か
し
、
観
光
施
策
が
着
実
か
つ
効
果
的
に

推
進
で
き
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。

９
、
半
島
地
域
の
自
然
条
件
等
を
活
か
し
た

産
業
の
振
興
を
は
か
る
観
点
か
ら
、
観
光
・

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
等
の
整
備
を
促
進

し
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

、
半
島
地
域
に
お
け
る
生
活
用
水
及
び
産

１０業
振
興
等
に
必
要
な
水
資
源
の
確
保
を
は
か

る
た
め
の
施
策
を
講
じ
る
こ
と
。

　

、
半
島
地
域
に
お
い
て
は
、
生
活
基
盤
の

１１整
備
は
全
国
よ
り
大
き
く
立
ち
遅
れ
て
い
る

が
、
と
り
わ
け
下
水
道
の
整
備
が
遅
れ
て
い

る
の
で
、
町
村
の
下
水
道
整
備
を
重
点
的
に

推
進
し
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
廃
棄
物
処
理
施
設
等
、
各
種
生
活

環
境
施
設
を
優
先
的
に
整
備
す
る
こ
と
。

　

、
少
子
・
高
齢
社
会
に
対
応
し
た
福
祉
、

１２保
健
、
医
療
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た

め
、
諸
施
設
の
整
備
等
を
促
進
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
医
療
提
供
体
制
を
強
化
し
、
不
足

す
る
勤
務
医
師
及
び
医
療
従
事
者
を
確
保
す

る
こ
と
。

　

、
半
島
地
域
の
一
体
的
振
興
を
は
か
る
た

１３め
、
半
島
地
域
・
都
市
部
間
の
連
携
・
交
流

を
基
調
と
す
る
諸
施
策
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
特
色
あ
る
半
島
地
域
の
伝
統
文
化
と
伝

統
産
業
の
継
承
・
発
展
を
は
か
る
た
め
、
人

材
の
育
成
・
確
保
の
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
。

　

、
半
島
地
域
は
地
震
や
風
水
害
等
の
災
害

１４
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活 動

に
対
し
て
脆
弱
で
あ
り
、
災
害
時
に
お
け
る

交
通
や
情
報
の
途
絶
の
危
険
性
が
高
い
た

め
、
災
害
防
除
や
国
土
保
全
等
に
か
か
る
施

設
整
備
や
環
境
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
。

　

、
半
島
地
域
に
お
い
て
、
外
国
等
か
ら
の

１５海
岸
漂
着
物
の
処
理
を
、
関
係
省
庁
が
一
体

と
な
っ
て
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
対
策
を
確

立
す
る
と
と
も
に
、
多
大
の
財
政
負
担
等
を

強
い
ら
れ
て
い
る
地
元
町
村
に
対
し
て
適
切

な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
半
島
地
域
に
か
か
る
不
法
投
棄
対

策
を
徹
底
す
る
こ
と
。

　

、
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
追
加
に
か

１６か
る
指
定
基
準
を
弾
力
的
に
運
用
す
る
こ

と
。

　

｢、 

半
島
振
興
法
」
に
か
か
る
税
財
政
、
金

１７融
上
の
特
例
措
置
を
充
実
す
る
こ
と
。

　

、
離
島
地
域
の
振
興

３３
　

離
島
は
、
我
が
国
の
領
域
、
排
他
的
経
済

水
域
等
の
保
全
、
海
洋
資
源
の
利
用
、
自
然

環
境
の
保
全
等
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
が
、
産
業
基
盤
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等

が
他
の
地
域
に
比
較
し
て
低
位
に
あ
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
改
善
す
る
と
と
も
に
、

本
年
７
月
に
施
行
さ
れ
た
海
洋
基
本
法
に
規

定
さ
れ
た
「
離
島
の
保
全
等
」
の
趣
旨
を
踏

ま
え
、
離
島
の
自
立
的
発
展
の
促
進
や
島
民

の
生
活
の
安
定
及
び
福
祉
の
向
上
を
は
か
る

必
要
が
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た

い
。

１
、
離
島
町
村
に
対
す
る
財
政
措
置
を
充
実

す
る
こ
と
。

　 
　
離
島
地
域
に
と
っ
て
は
、
地
方
交
付
税

は
重
要
で
あ
る
の
で
財
源
調
整
・
財
源
保
障

の
両
機
能
を
一
体
と
し
て
堅
持
す
る
こ
と
。

　 
　
離
島
に
お
け
る
関
係
事
業
費
に
つ
い
て

は
、
そ
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
、
適
切
な
措

置
を
講
じ
る
こ
と
。

　 
　
過
疎
債
、
辺
地
債
の
所
要
額
を
確
保
す

る
こ
と
。

２
、
国
土
形
成
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て

は
、
地
理
的
・
自
然
的
・
社
会
的
条
件
の
不

利
性
の
大
き
い
離
島
地
域
に
対
す
る
十
分
な

配
慮
を
行
う
こ
と
。

３
、
離
島
相
互
間
の
格
差
是
正
を
は
か
る
た

め
、
小
型
離
島
の
振
興
対
策
を
総
合
的
に
推

進
す
る
こ
と
。

４
、
市
町
村
合
併
に
よ
り
増
加
し
た
一
部
離

島
の
振
興
対
策
に
つ
い
て
、
地
域
格
差
が
生

じ
な
い
よ
う
振
興
対
策
を
総
合
的
に
講
じ
る

こ
と
。

５
、
離
島
道
路
の
整
備
を
促
進
し
、
離
島
間

等
の
架
橋
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
。

６
、
離
島
航
路
を
充
実
、
維
持
し
、
離
島
航

路
の
安
全
の
確
保
と
船
舶
の
大
型
化
、
高
速

化
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
推
進
の
た
め
、
適

切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援

機
構
の
融
資
条
件
を
緩
和
す
る
こ
と
。

７
、
離
島
港
湾
の
果
た
す
重
要
な
役
割
に
鑑

み
、
港
湾
機
能
の
拡
充
強
化
の
た
め
の
施
設

及
び
外
海
離
島
に
お
け
る
補
完
港
の
整
備
等

を
推
進
す
る
こ
と
。

８
、
離
島
航
空
路
線
は
、
離
島
振
興
の
た
め

不
可
欠
の
交
通
機
関
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

｣

「
離
島
空
路
整
備
法 
（
仮
称
）
の
制
定
な
ど

に
よ
り
、
離
島
航
空
路
線
の
維
持
、
安
定
を

は
か
る
こ
と
。

９
、
離
島
の
農
林
漁
業
振
興
対
策
を
強
力
に

推
進
す
る
こ
と
。

　

、
離
島
に
お
け
る
漁
港
施
設
の
整
備
を
推

１０進
す
る
と
と
も
に
、
漁
港
漁
村
の
環
境
整
備

等
を
促
進
す
る
こ
と
。

　

、
離
島
地
域
に
お
い
て
は
、
生
活
基
盤
の

１１整
備
は
全
国
よ
り
大
き
く
立
ち
遅
れ
て
い
る

が
、
と
り
わ
け
下
水
道
の
整
備
が
遅
れ
て
い

る
の
で
、
町
村
の
下
水
道
の
整
備
を
重
点
的

に
推
進
し
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

、
離
島
地
域
は
地
震
や
風
水
害
等
の
災
害

１２に
対
し
て
脆
弱
で
あ
り
、
災
害
時
に
お
け
る

交
通
や
情
報
の
途
絶
の
危
険
性
が
高
い
た

め
、
災
害
防
除
や
国
土
保
全
等
に
か
か
る
施

設
整
備
や
環
境
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
。

　

、
離
島
に
お
け
る
水
不
足
の
解
消
対
策
を

１３推
進
す
る
と
と
も
に
、
ゴ
ミ
処
理
施
設
等
生

活
環
境
施
設
、
再
資
源
化
事
業
者
等
が
存
在

し
な
い
離
島
地
域
の
輸
送
経
費
に
対
し
、
適

切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

、
離
島
の
ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
類
等
の
燃
料

１４価
格
の
格
差
是
正
対
策
を
早
急
に
講
じ
る
こ

と
。

　

、
離
島
地
域
に
お
い
て
、
外
国
等
か
ら
の

１５海
岸
漂
着
物
の
処
理
を
、
関
係
省
庁
が
一
体

と
な
っ
て
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
対
策
を
確

立
す
る
と
と
も
に
、
多
大
の
財
政
負
担
等
を

強
い
ら
れ
て
い
る
地
元
町
村
に
対
し
て
適
切

な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
離
島
地
域
に
か
か
る
不
法
投
棄
対

策
を
徹
底
す
る
こ
と
。

　

、
情
報
格
差
を
是
正
す
る
た
め
、
光
フ
ァ

１６イ
バ
ー
網
、
移
動
通
信
、
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
等
の
高

度
な
情
報
通
信
基
盤
整
備
を
推
進
す
る
こ

と
。

　

特
に
、
携
帯
電
話
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
を

拡
大
す
る
な
ど
、
移
動
通
信
の
地
域
間
格
差

を
是
正
す
る
た
め
移
動
通
信
用
鉄
塔
施
設
整

備
事
業
を
通
信
事
業
者
と
連
携
し
て
推
進
す

る
こ
と
。

　

、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
つ
い
て
、
国
民

１７

の
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
徹
底
し
た
広
報
・

啓
発
を
行
う
と
と
も
に
、
難
視
聴
を
解
消
す

る
た
め
の
辺
地
共
聴
施
設
の
整
備
等
、
放
送

事
業
者
と
連
携
し
て
、
電
波
状
況
等
に
よ
る

地
域
間
格
差
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
補

助
制
度
の
充
実
等
適
切
な
支
援
措
置
を
講
じ

る
こ
と
。

　

、
勤
務
医
師
、
医
療
従
事
者
の
確
保
を
積

１８極
的
に
は
か
り
、
病
院
・
診
療
所
・
老
人
福

祉
施
設
等
の
整
備
並
び
に
運
営
に
つ
い
て
、

適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
離
島
に
お
け
る
救
急
医
療
・
巡
回

診
療
体
制
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
。

　

、
離
島
に
お
け
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

１９活
性
化
及
び
若
者
の
定
住
を
促
進
す
る
た

め
、
体
育
施
設
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
、

教
育
・
文
化
等
関
係
施
設
の
整
備
を
推
進
し
、

適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

、
離
島
地
域
に
お
け
る
郵
政
サ
ー
ビ
ス
が

２０果
た
す
地
域
に
密
着
し
た
役
割
を
充
分
踏
ま

え
、
住
民
が
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
郵
便
事
業

の
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
で
き
る
よ
う
、
郵
政
機

能
を
維
持
・
充
実
す
る
こ
と
。

　

、
観
光
地
所
在
町
村
の
振
興

３４
　

観
光
地
所
在
町
村
は
、
環
境
衛
生
施
設
、

消
防
力
の
整
備
な
ど
、
観
光
行
政
に
か
か
わ

る
特
別
な
施
策
と
財
政
負
担
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た

い
。

１
、
観
光
立
国
推
進
基
本
法
に
基
づ
き
策
定

さ
れ
た
観
光
立
国
推
進
基
本
計
画
を
踏
ま

え
、
観
光
地
所
在
町
村
が
地
域
の
特
性
を
活

か
し
、
観
光
施
策
が
着
実
か
つ
効
果
的
に
推

進
で
き
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。
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動

２
、
税
財
源
の
充
実
・
強
化

　 
　
入
湯
税
は
、
観
光
振
興
の
た
め
の
貴
重

な
財
源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
税
を

充
実
し
、
現
行
制
度
を
堅
持
す
る
こ
と
。

　 
　
観
光
地
所
在
町
村
は
、
消
防
、
清
掃
等

に
多
額
の
経
費
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
考
慮
し
て
、
関
係
町
村
の
実
情
に
即
し
た

適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　 
　
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
は
、
道
路
整
備
、
環

境
対
策
な
ど
町
村
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
密
接

な
関
連
を
有
し
て
い
る
。
収
入
額
の　

分
の

１０

７
が
ゴ
ル
フ
場
所
在
市
町
村
に
交
付
さ
れ
て

お
り
、
町
村
の
貴
重
な
財
源
と
し
て
、
地
域

振
興
を
は
か
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
た
め
、
現
行
制
度
を
堅
持
す
る
こ

と
。

３
、
観
光
基
盤
施
設
の
整
備

　 
　
観
光
地
所
在
町
村
に
お
け
る
下
水
道
施

設
及
び
廃
棄
物
処
理
施
設
の
整
備
を
推
進
す

る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　 
　
観
光
客
等
の
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る

た
め
、
道
路
を
は
じ
め
と
し
た
高
速
交
通
網

等
、
観
光
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
整
備
を
推
進

す
る
こ
と
。

　 
　
観
光
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
が
豊

か
で
恵
ま
れ
た
自
然
の
中
で
手
軽
に
で
き
る

よ
う
、
観
光
基
盤
施
設
を
着
実
に
整
備
し
、

適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　 
　
自
然
公
園
等
の
施
設
整
備
に
つ
い
て
長

期
的
計
画
を
樹
立
し
、
そ
の
整
備
を
推
進
す

る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　 
　
空
き
カ
ン
、
空
き
ビ
ン
等
の
散
乱
防
止

を
含
む
ご
み
の
減
量
化
と
再
生
利
用
を
は
か

る
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
あ
た
っ

て
は
、
観
光
地
所
在
町
村
が
積
極
的
に
取
り

組
め
る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
適
切
な

財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　 
　
観
光
情
報
基
盤
の
高
度
化
、
利
活
用
の

容
易
化
を
は
か
る
た
め
、
観
光
情
報
の
デ
ジ

タ
ル
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
等
に
よ
り
、
観
光
情

報
基
盤
の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
。

４
、
宿
泊
施
設
の
大
規
模
化
や
高
層
化
等
に

鑑
み
、
は
し
ご
車
、
化
学
車
を
増
強
す
る
な

ど
、
消
防
力
を
強
化
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
大
震
災
等
の
災
害
に
備
え
、
耐
震

性
の
強
化
、
防
災
基
盤
の
整
備
等
、
安
全
対

策
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
。

５
、
観
光
立
国
の
実
現
に
向
け
、
訪
日
外
国

人
旅
行
者
の
倍
増
政
策
に
基
づ
く
ビ
ジ
ッ

ト
・
ジ
ャ
パ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
充
実
し
、

日
本
の
魅
力
・
地
域
の
魅
力
を
海
外
へ
発
信

す
る
と
と
も
に
、
国
際
会
議
等
の
開
催
・
誘

致
を
推
進
し
、
観
光
地
所
在
町
村
の
国
際
化

と
活
性
化
を
は
か
る
こ
と
。

　

ま
た
、
宿
泊
旅
行
回
数
・
滞
在
日
数
の
増

加
に
資
す
る
地
域
観
光
圏
・
広
域
観
光
圏
の

た
め
の
取
り
組
み
を
支
援
す
る
等
に
よ
り
、

国
際
競
争
力
の
高
い
魅
力
あ
る
観
光
地
づ
く

り
を
推
進
す
る
こ
と
。

６
、
観
光
立
国
の
実
現
に
向
け
、
観
光
行
政

の
強
化
を
は
か
る
こ
と
。

７
、
高
齢
者
・
障
害
者
等
が
快
適
か
つ
安
心

し
て
国
内
の
観
光
地
を
周
遊
で
き
る
環
境
を

整
備
し
、
観
光
地
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
を
推
進
す
る
こ
と
。

８
、
連
続
休
暇
取
得
に
よ
る
国
内
旅
行
需
要

創
出
の
た
め
の
環
境
整
備
を
は
か
る
こ
と
。

９
、
観
光
地
所
在
町
村
で
は
、
電
柱
・
電
線

類
が
良
好
な
景
観
形
成
の
妨
げ
と
な
る
の

で
、
電
線
類
地
中
化
事
業
を
推
進
す
る
こ

と
。

　

ま
た
、
観
光
や
地
域
の
活
性
化
の
た
め
、

景
観
に
配
慮
し
た
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
む

こ
と
。

　

、
水
源
地
域
対
策
の
強
化

３５
　

ダ
ム
等
が
所
在
す
る
水
源
地
域
の
町
村

は
、
過
疎
化
・
高
齢
化
等
厳
し
い
条
件
の
下

で
、
治
水
・
利
水
、
国
民
生
活
の
安
定
、
産

業
の
発
展
等
水
の
確
保
及
び
自
然
環
境
の
保

全
等
、
公
益
的
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
関

係
町
村
の
振
興
を
は
か
る
た
め
各
種
施
策
を

推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た

い
。

１
、
水
源
地
域
対
策
の
強
化

　 
　｢  
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
」に
よ
る

指
定
ダ
ム
の
全
て
に
第
９
条
の
特
例
を
適
用

す
る
と
と
も
に
、
ダ
ム
建
設
に
よ
る
水
没
者

の
生
活
再
建
に
つ
い
て
、
起
業
者
の
責
任
を

明
確
化
す
る
な
ど
、
同
法
の
改
善
を
は
か
る

こ
と
。

　

ま
た
、
同
法
成
立
前
の
既
設
ダ
ム
所
在
地

域
に
対
し
、
同
法
の
準
用
措
置
を
設
け
る
こ

と
。

　 
　
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
が
所
有
す

る
ダ
ム
の
用
に
供
す
る
家
屋
及
び
償
却
資
産

に
課
す
る
固
定
資
産
税
に
か
か
る
現
行
課
税

標
準
額
の
特
例
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
。

　 
　
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
の
対

象
ダ
ム
の
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
現

行
の
算
定
標
準
額
の
特
例
措
置
を
廃
止
す
る

こ
と
。

　 
　
安
定
的
な
維
持
用
水
の
放
流
計
画
を
確

立
す
る
と
と
も
に
、
環
境
保
全
及
び
防
災
に

関
す
る
施
策
等
の
拡
充
を
は
か
る
こ
と
。

　 
　
水
源
地
域
の
活
性
化
を
は
か
る
と
と
も

に
、
都
市
地
方
連
携
推
進
事
業
等
に
よ
る
上

下
流
連
携
を
推
進
す
る
こ
と
。

２
、
水
資
源
開
発
の
推
進

　 
　｢  
ウ
ォ
ー
タ
ー
プ
ラ
ン　

」を
踏
ま
え
る

２１

と
と
も
に
、
水
行
政
に
お
け
る
国
・
地
方
を

通
ず
る
体
制
の
整
備
を
は
か
る
こ
と
。

　 
　
ダ
ム
所
在
町
村
に
新
た
な
利
水
需
要
が

生
じ
た
場
合
、
ダ
ム
使
用
権
又
は
水
利
権
を

優
先
的
に
取
得
で
き
る
よ
う
、
所
要
の
制
度

を
確
立
す
る
こ
と
。

　 
　
水
質
管
理
体
制
の
充
実
強
化
及
び
下
水

道
整
備
の
促
進
を
は
か
る
こ
と
。

　 
　
地
下
水
の
人
工
か
ん
養
及
び
地
盤
沈
下

防
止
の
た
め
の
事
業
を
、
国
の
直
轄
事
業
と

し
て
制
度
化
す
る
こ
と
。

　 
　
水
源
複
層
林
の
整
備
及
び
水
源
林
対
策

の
拡
充
を
は
か
る
と
と
も
に
、
放
置
山
林
の

対
策
を
強
化
す
る
こ
と
。

　

、
産
炭
地
域
対
策
の
推
進

３６
　

産
炭
地
域
に
対
す
る
石
炭
政
策
は
、「
石

炭
鉱
業
の
構
造
調
整
の
完
了
に
伴
う
関
係
法

｣

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律 
（
以
下
「
石
炭

関
連
整
備
法
」
と
す
る
）
に
基
づ
き
、
平
成

　

年
度
末
を
も
っ
て
終
了
し
た
が
、
産
炭
地

１３域
の
中
に
は
、
今
な
お
、
過
去
の
閉
山
・
合

理
化
の
影
響
を
受
け
、
人
口
の
流
出
、
財
政

の
悪
化
等
多
く
の
問
題
を
抱
え
、
社
会
的
・

経
済
的
に
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
産
炭
地
域
の
自
立
・
発
展

に
資
す
る
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。

　

、
非
鉄
金
属
等
鉱
山
地
域
対
策
の
推
進

３７
　

非
鉄
金
属
等
鉱
山
地
域
は
、
所
在
鉱
山
の

休
閉
山
に
よ
り
、
地
域
活
力
が
低
下
し
、
財

政
基
盤
も
脆
弱
化
す
る
な
ど
厳
し
い
状
況
に

あ
る
の
で
、
関
係
町
村
の
振
興
を
は
か
る
た

め
各
種
施
策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た

い
。
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１
、
鉱
山
所
在
町
村
振
興
対
策
の
強
化

　 
　
鉱
山
所
在
町
村
の
振
興
対
策
を
推
進
す

る
と
と
も
に
、
税
財
政
措
置
を
強
化
す
る
こ

と
。

　 
　
鉱
山
跡
地
の
利
用
等
鉱
山
資
源
の
活
用

に
対
す
る
財
政
措
置
を
拡
充
す
る
こ
と
。

　 
　
鉱
山
施
設
及
び
鉱
山
の
技
術
、
イ
ン
フ

ラ
等
を
活
用
し
た
リ
サ
イ
ク
ル
関
連
施
策
を

推
進
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
場
合
、
鉱
山
所

在
町
村
の
再
活
性
化
に
最
大
限
の
配
慮
を
す

る
こ
と
。

２
、
休
廃
止
鉱
山
所
在
町
村
に
お
け
る
地
場

産
業
の
振
興
対
策
等
を
拡
充
強
化
す
る
こ
と
。

３
、
休
廃
止
鉱
山
に
係
る
鉱
害
状
況
の
調
査

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
鉱
害
防
止
対
策
及

び
地
域
環
境
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
。

　

、
地
域
改
善
対
策
の
推
進

３８
　

同
和
問
題
は
基
本
的
人
権
に
関
わ
る
重
大

な
問
題
で
あ
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
国
、

地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
地
域
改
善
対
策
事

業
の
積
極
的
な
推
進
に
よ
り
、
生
活
環
境
の

整
備
を
中
心
と
す
る
各
分
野
で
一
定
の
成
果

を
お
さ
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
職
業
の
安
定
、
産
業
の

振
興
、
教
育
の
充
実
や
啓
発
、
特
に
、
近
年

多
発
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
差

別
事
象
の
防
止
等
に
つ
い
て
未
だ
多
く
の
課

題
を
有
し
て
お
り
、
さ
ら
に
住
環
境
整
備
等

の
物
的
事
業
も
残
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
係

る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法

律
」（
以
下
「
地
対
財
特
法
」
と
す
る
）
は

失
効
し
た
が
、
課
題
の
解
決
に
向
け
、
取
り

組
み
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
た

い
。｢

１
、 

地
対
財
特
法
」
の
失
効
に
伴
い
、
一
般

対
策
に
移
行
し
た
事
業
を
引
き
続
き
円
滑
に

実
施
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

２
、
人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
に
関
す
る
施

策
を
実
施
す
る
町
村
に
対
し
、
適
切
な
措
置

を
講
じ
る
こ
と
。

３
、
人
権
侵
害
の
防
止
及
び
被
害
の
救
済
に

関
す
る
法
的
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
国

に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
機
能
を
持
つ
機
関

を
設
置
す
る
こ
と
。

４
、
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
に
伴
う
償

還
推
進
助
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容

を
充
実
す
る
と
と
も
に
、
か
か
る
財
源
は
、

国
の
負
担
と
し
、
償
還
完
了
ま
で
実
施
す
る

こ
と
。

　

ま
た
、
実
質
的
に
返
済
が
不
可
能
な
、「
本

｣

人
死
亡 
・「
行
方
不
明
」
に
か
か
る
滞
納
債

権
に
つ
い
て
は
、
全
額
国
で
措
置
す
る
こ

と
。

５
、
公
営
住
宅
家
賃
に
つ
い
て
、
特
別
な
緩

和
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

６
、
地
域
改
善
対
策
事
業
等
に
よ
っ
て
建

設
、
整
備
し
た
各
種
施
設
の
経
過
措
置
期
間

後
の
運
営
方
法
並
び
に
町
村
か
ら
地
域
に
譲

渡
す
る
場
合
の
方
策
等
に
つ
い
て
、
早
急
に

明
確
に
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
町
村
が
地
域
に
譲
渡
す
る
際
に
支

障
と
な
る
「
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
の
規
制
に
つ
い

て
緩
和
す
る
こ
と
。

　

、
北
方
領
土
の
早
期
返
還

３９
　

歯
舞
群
島
、
色
丹
島
、
国
後
島
、
択
捉
島

の
北
方
四
島
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ

り
、
こ
の
返
還
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
国
民

の
多
年
に
わ
た
る
念
願
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
は
さ
ら
に
強
力
な
外
交
交
渉

を
行
う
こ
と
に
よ
り
一
日
も
早
く
、
そ
の
実

現
を
は
か
る
こ
と
。

　

、
竹
島
の
領
土
権
の
確
立

４０
　

わ
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
竹
島
の
領
土

権
を
確
立
し
、
周
辺
海
域
に
お
け
る
漁
場
の

安
全
操
業
及
び
鉱
業
権
の
安
全
行
使
が
速
や

か
に
実
現
で
き
る
よ
う
、
国
は
さ
ら
に
強
力

な
外
交
交
渉
を
行
う
こ
と
。
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活 動

▽
増
田
総
務
大
臣
に
要
請
す
る
本
会
役
員
。

左
か
ら
坪
内
政
務
調
査
委
員
、
五
軒
家
副
会

長
、稲
葉
常
任
理
事
、山
本
会
長
、（
増
田
総
務

大
臣
）
、
寺
島
副
会
長
、
近
藤
副
会
長
、
佐
々

木
政
務
調
査
委
員
、
白
石
政
務
調
査
委
員

　

全
国
町
村
会
（
会
長
・
山
本
文
男
福
岡
県
添
田
町
長
）
は　

月
１１

　

日
、
理
事
会
を
開
催
し
、「
鳥
獣
被
害
対
策
に
係
る
特
別
措
置
法

27の
早
期
制
定
に
関
す
る
要
望
」
お
よ
び
「
鳥
獣
被
害
対
策
に
係
る

財
政
措
置
の
充
実
・
強
化
に
関
す
る
要
望
」
を
決
定
し
た
。

　

理
事
会
終
了
後
、
正
副
会
長
を
は
じ
め
本
会
役
員
は
増
田
寛
也

総
務
大
臣
、
瀧
野
欣
彌
総
務
事
務
次
官
、
久
保
信
保
総
務
省
自
治

財
政
局
長
、
関
係
国
会
議
員
ら
に
対
し
実
行
運
動
を
展
開
、
要
望

内
容
の
早
期
実
現
を
要
請
し
た
。

鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥
獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣
被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被
害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害
対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対
策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策
特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特
別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別
措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措
置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置
法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法
ののののののののののののののののののののの
早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早
期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期
制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制
定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定
ととととととととととととととととととととと

鳥
獣
被
害
対
策
特
別
措
置
法
の
早
期
制
定
と

財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財
政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政
措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措
置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置
求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求
めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ
役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役
員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員
ががががががががががががががががががががが
実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実
行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行
運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運
動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動

財
政
措
置
求
め
役
員
が
実
行
運
動

全国町村会全国町村会

鳥
獣
被
害
対
策
に
係
る
特
別
措
置

法
の
早
期
制
定
に
関
す
る
要
望

　

近
年
、
特
定
の
野
生
鳥
獣
の
生
息
分
布

の
拡
大
や
生
息
数
の
急
激
な
増
加
に
伴

い
、
農
山
漁
村
で
は
、
鳥
獣
に
よ
る
農
林

漁
業
被
害
が
深
刻
化
・
広
域
化
す
る
と
と

も
に
、
人
身
被
害
も
発
生
す
る
な
ど
農
林

漁
業
者
を
は
じ
め
住
民
の
暮
ら
し
が
脅
か

さ
れ
、
さ
ら
に
高
齢
者
の
生
き
が
い
ま
で

も
奪
う
よ
う
な
状
況
に
あ
り
、
農
山
漁
村

の
過
疎
化
を
さ
ら
に
加
速
さ
せ
る
一
因
と

も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

被
害
町
村
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も

種
々
の
対
策
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す

が
、
実
際
に
は
か
な
り
の
労
力
や
経
費
を

要
し
、
し
か
も
過
疎
化
・
高
齢
化
に
よ
る

人
手
不
足
と
自
治
体
の
財
政
難
に
加
え

て
、
制
度
面
で
の
制
約
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
一
時
的
な
対
応
と
な
り
が
ち
で
、
決

め
手
と
な
る
根
本
的
な
対
策
と
は
な
り
得

て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

抜
本
的
な
鳥
獣
被
害
対
策
を
講
じ
る
た
め

に
は
、
地
域
に
お
け
る
鳥
獣
被
害
の
実
態

や
対
策
の
現
状
を
踏
ま
え
、
市
町
村
が
、

国
や
都
道
府
県
の
支
援
・
協
力
の
も
と
、

主
体
的
に
対
策
に
取
り
組
み
、
的
確
か
つ

迅
速
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
、
新
た
な
法

的
枠
組
み
の
創
設
が
是
非
と
も
必
要
で
あ

り
ま
す
。

　

鳥
獣
被
害
対
策
は
、
環
境
保
護
の
精
神

に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
両
立

は
完
全
に
可
能
で
あ
り
、
農
山
村
に
お
け

る
人
々
の
日
々
の
営
み
を
守
る
た
め
の
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　

よ
っ
て
、
政
府
・
国
会
に
お
か
れ
て
は
、

野
生
鳥
獣
に
よ
る
被
害
の
実
態
に
つ
い
て

十
分
ご
認
識
い
た
だ
き
、
鳥
獣
被
害
対
策

に
係
わ
る
実
効
あ
る
措
置
を
内
容
と
す
る

特
別
措
置
法
を
早
期
に
制
定
さ
れ
る
よ
う

強
く
要
望
し
ま
す
。

鳥
獣
被
害
対
策
に
係
る
財
政
措
置

の
充
実
・
強
化
に
関
す
る
要
望

　

近
年
、
特
定
の
野
生
鳥
獣
の
生
息
分
布

の
拡
大
や
生
息
数
の
急
激
な
増
加
に
伴

い
、
農
山
漁
村
で
は
、
鳥
獣
に
よ
る
農
林

漁
業
被
害
が
深
刻
化
・
広
域
化
す
る
と
と

も
に
、
人
身
被
害
も
発
生
す
る
な
ど
農
林

漁
業
者
を
は
じ
め
住
民
の
暮
ら
し
が
脅
か

さ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
あ
り
、
農
山
漁
村

の
過
疎
化
を
さ
ら
に
加
速
さ
せ
る
一
因
と

も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

被
害
町
村
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も

種
々
の
対
策
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す

が
、
実
際
に
は
か
な
り
の
労
力
や
経
費
を

要
し
、
し
か
も
過
疎
化
・
高
齢
化
に
よ
る

人
手
不
足
と
自
治
体
の
財
政
難
に
加
え

て
、
制
度
面
で
の
制
約
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
一
時
的
な
対
応
と
な
り
が
ち
で
、
決

め
手
と
な
る
根
本
的
な
対
策
と
は
な
り
得

て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

抜
本
的
な
鳥
獣
被
害
対
策
を
講
じ
る
た
め

に
は
、
地
域
に
お
け
る
鳥
獣
被
害
の
実
態

や
対
策
の
現
状
を
踏
ま
え
、
市
町
村
が
、

国
や
都
道
府
県
の
支
援
・
協
力
の
も
と
、

主
体
的
に
対
策
に
取
り
組
み
、
的
確
か
つ

迅
速
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
、
新
た
な
法

的
枠
組
み
の
創
設
と
あ
わ
せ
て
、
必
要
か

つ
十
分
な
財
政
措
置
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
政
府
に
お
か
れ
て

は
、
鳥
獣
被
害
対
策
に
係
る
経
費
を
地
方

交
付
税
の
算
定
に
当
た
っ
て
適
切
に
反
映

す
る
な
ど
財
政
措
置
の
充
実
・
強
化
に
つ

い
て
特
段
の
配
慮
を
さ
れ
る
よ
う
強
く
要

望
し
ま
す
。
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全
国
町
村
会
（
会
長
・
山
本
文
男

福
岡
県
添
田
町
長
）
な
ど
地
方
六
団

体
で
構
成
す
る
地
方
自
治
確
立
対
策

協
議
会
と
地
方
分
権
推
進
連
盟
は
、

　

月　

日
、
東
京
・
千
代
田
区
の
憲

１１

19

政
記
念
館
で「
地
方
分
権
改
革
推
進
」

全
国
大
会
を
開
催
し
た
。

　

今
回
の
大
会
は
、
地
方
が
か
ね
て

か
ら
主
張
し
て
い
る
①
第
二
期
地
方

分
権
改
革
の
推
進
、
②
平
成　

年
度

20

政
府
予
算
編
成
に
お
け
る
地
方
税
財

源
の
充
実
な
ど
を
求
め
て
開
催
し
た

も
の
。
大
会
に
は
全
国
の
都
道
府
県

知
事
、
都
道
府
県
議
会
議
長
、
市
長
、

市
議
会
議
長
、
町
村
長
、
町
村
議
会

議
長
及
び
関
係
者
約
５
０
０
名
が
参

加
し
た
。

　

ま
た
来
賓
に
は
、
増
田
寛
也
総
務

大
臣
、
谷
垣
禎
一
自
民
党
政
務
調
査

会
長
、
斉
藤
鉄
夫
公
明
党
政
務
調
査

会
長
、
地
方
分
権
推
進
連
盟
の
特
別

顧
問
で
あ
る
片
山
虎
之
助
氏
の
ほ
か

国
会
議
員　

名
あ
ま
り
が
臨
席
し

80

た
。

　

大
会
で
は
、
地
方
自
治
の
確
立
と

地
方
交
付
税
の
充
実
強
化
を
内
容
と

す
る
「
地
方
分
権
改
革
推
進
に
関
す

る
決
議
」
を
採
択
、
大
会
終
了
後
、

山
本
全
国
町
村
会
長
は
じ
め
地
方
六

団
体
代
表
及
び
出
席
し
た
首
長
や
議

員
が
、
政
府
・
与
党
や
地
元
選
出
の

国
会
議
員
な
ど
に
対
し
実
行
運
動
を

展
開
し
た
。　

地方分権改革推進全国大会を開催地方分権改革推進全国大会を開催
地方自治の確立と地方交付税の充実強化地方自治の確立と地方交付税の充実強化

地方六団体・地方分権推進連盟地方六団体・地方分権推進連盟

地方分権改革推進全国大会を開催
地方自治の確立と地方交付税の充実強化
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活 動

　

地
方
分
権
改
革
の
目
標
は
、
中
央
集
権

型
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
転
換
を
図
る
こ
と

に
よ
り
、
人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
公
共

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
地
方
の
役
割
を
よ

り
拡
大
し
、
住
民
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら

せ
る
豊
か
な
社
会
、
地
域
の
個
性
を
活
か

し
た
多
様
性
と
創
造
性
に
あ
ふ
れ
た
社
会

を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

今
、
多
く
の
地
方
で
高
齢
化
と
人
口
減

少
が
同
時
進
行
す
る
一
方
で
、
経
済
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
等
に
よ
り
、
中
央
と
地
方
の

間
で
は
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
。
し
か

し
、
格
差
拡
大
の
も
う
一
つ
の
要
因
は
、

地
方
交
付
税
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
た
こ
と

に
あ
る
。
多
く
の
地
方
公
共
団
体
で
は
住

民
に
身
近
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
や
地
域
活
性

化
の
た
め
の
独
自
施
策
を
断
念
せ
ざ
る
を

得
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。

　

地
方
は
こ
れ
ま
で
行
財
政
改
革
に
懸
命

に
取
り
組
み
、
国
を
上
回
る
ペ
ー
ス
で
歳

出
削
減
努
力
を
行
っ
て
き
た
。
も
は
や
歳

出
の
削
減
努
力
だ
け
で
住
民
の
暮
ら
し
を

支
え
る
の
は
限
界
に
達
し
て
い
る
。
こ
の

実
情
を
直
視
し
、
地
方
交
付
税
等
総
額
を

･

復
元
・
増
額
し
、
財
源
保
障 
財
源
調
整
の

両
機
能
を
回
復
さ
せ
、
地
域
間
格
差
の
是

正
を
早
期
に
図
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

　

我
々
は
、
以
下
の
事
項
の
実
現
を
強
く

要
請
し
、
地
方
自
治
の
確
立
に
向
け
一
致

団
結
し
、
改
革
を
力
強
く
推
進
し
て
い
く

こ
と
を
決
議
す
る
。

１　

第
二
期
地
方
分
権
改
革
の
推
進

（
１
）
地
方
税
源
の
充
実
と
偏
在
是
正

　

自
立
し
た
地
域
を
つ
く
る
た
め
に
は
、

国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
等
に
よ
り
、

地
方
の
財
政
基
盤
を
確
立
す
る
と
と
も

に
、
受
益
と
負
担
の
関
係
を
明
確
に
し
て

い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
国
と
地
方
の
事

務
の
配
分
割
合
に
税
源
の
配
分
を
近
づ
け

る
よ
う
、
国
と
地
方
の
税
源
配
分
を
ま
ず

は
５：

５
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
国
か

ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
を
進
め
、
並
行
し

て
地
方
消
費
税
の
充
実
な
ど
に
よ
り
税
収

の
偏
在
性
が
少
な
く
、
税
収
の
安
定
性
を

備
え
た
地
方
税
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
。

（
２
）
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
見
直
し

△

増
田
総
務
大
臣

△

伊
吹
自
民
党
幹
事
長

△

二
階
自
民
党
総
務
会
長

△

古
賀
自
民
党
選
挙
対
策
委
員
長

△

大
野
内
閣
官
房
副
長
官

―
地
方
自
治
の
確
立
と
地
方
交
付
税
の
充
実
強
化
―

地地地地地地地地地地
方方方方方方方方方方
分分分分分分分分分分
権権権権権権権権権権
改改改改改改改改改改
革革革革革革革革革革
推推推推推推推推推推
進進進進進進進進進進
にににににににににに
関関関関関関関関関関
すすすすすすすすすす
るるるるるるるるるる
決決決決決決決決決決
議議議議議議議議議議

地
方
分
権
改
革
推
進
に
関
す
る
決
議
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国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
大
胆
に
見
直

し
、
地
方
で
行
う
べ
き
も
の
に
つ
い
て

･

は
、
事
務 
権
限
と
財
源
を
一
体
的
に
移

譲
す
る
こ
と
。

（
３
）国
と
地
方
の
二
重
行
政
の
解
消
等
に

よ
る
行
政
の
簡
素
化

･

　

国
の
地
方
支
分
部
局
の
廃
止 
縮
小
に

よ
る
国
と
地
方
の
二
重
行
政
の
解
消
、
国

･
･

に
よ
る
過
剰
関
与 
義
務
付
け 
枠
付
け
の

･

廃
止 
縮
小
、
国
庫
補
助
負
担
金
総
件
数

･

の
大
幅
削
減
に
よ
っ
て
国 
地
方
を
通
じ

た
行
政
の
簡
素
化
を
推
進
す
る
こ
と
。

（
４
）
自
治
体
の
自
立
（
自
律
）
と
連
帯

を
進
め
る
「
地
方
共
有
税
」
の
導
入

　
「
地
方
交
付
税
」を
国
の
特
別
会
計
に
直

接
繰
り
入
れ
等
を
行
う
「
地
方
共
有
税
」

に
変
更
し
、
地
方
固
有
の
共
有
財
源
で
あ

る
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

（
５
）「（
仮
）
地
方
行
財
政
会
議
」
の
法

律
に
よ
る
設
置

　

地
方
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
の
政
府

の
政
策
立
案
及
び
執
行
に
関
し
て
、
政
府

と
地
方
の
代
表
者
等
が
協
議
を
行
い
、
地

方
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
「（
仮
）

地
方
行
財
政
会
議
」
を
法
律
に
よ
り
設
置

す
る
こ
と
。

２　

平
成　

年
度
予
算
編
成
等　
　

２０

に
お
け
る
地
方
税
財
源
の
充
実

（
１
）
地
方
交
付
税
の
復
元
・
増
額
と
機

能
回
復

　

社
会
保
障
関
係
の
経
費
が
増
大
し
続
け

る
な
か
、
住
民
生
活
が
守
ら
れ
る
よ
う
、

地
方
財
政
計
画
に
地
方
の
単
独
事
業
を
中

心
と
し
た
財
政
需
要
を
適
切
に
反
映
し
た

上
で
、
地
方
交
付
税
を
復
元
・
増
額
し
、

･

財
源
保
障 
財
源
調
整
の
両
機
能
の
回
復

を
図
る
こ
と
。

　

ま
た
、「
頑
張
る
地
方
応
援
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税

の
本
来
の
機
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
別
途

確
保
す
る
こ
と
。

（
２
）地
方
税
源
の
充
実
強
化
と
税
制
の
原

則
を
踏
ま
え
た
偏
在
是
正

　

地
方
税
の
偏
在
是
正
は
早
急
に
実
現
す

べ
き
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
府
内
に

お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
法
人
二
税
を

「
地
方
団
体
間
で
再
配
分
す
る
」、「
国
が

｣

一
括
徴
収
し
地
方
団
体
に
配
分
す
る 
な

ど
の
案
は
応
益
負
担
な
ど
地
方
税
の
基
本

原
則
に
反
し
、
ま
た
地
方
税
源
を
充
実
す

る
と
い
う
地
方
分
権
の
流
れ
に
も
逆
行
す

る
も
の
で
あ
り
、
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。

　

検
討
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
税
の
基
本

原
則
を
踏
ま
え
、
地
方
の
税
源
涵
養
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
の
確
保
な
ど
に
十
分
配
慮
し

て
行
う
べ
き
で
あ
り
、
地
方
消
費
税
ま
で

含
め
た
幅
広
い
検
討
を
行
う
こ
と
。

（
３
）道
路
特
定
財
源
の
確
保
と
地
方
へ
の

配
分
強
化

　

地
方
が
必
要
な
道
路
整
備
を
行
う
に
当

た
っ
て
、自
動
車
関
係
諸
税
は
、貴
重
な
道

路
整
備
の
財
源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
一
般
財
源
化
す
る
こ

と
な
く
、現
行
の
税
体
系
を
維
持
す
る
と

と
も
に
、来
春
適
用
期
限
が
来
る
暫
定
税

率
に
つ
い
て
現
行
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
道
路
特
定
財
源
の
み
で
は
必
要

な
道
路
整
備
の
た
め
の
財
源
が
不
足
し
て

い
る
地
方
の
現
状
に
鑑
み
、
道
路
特
定
財

源
の
地
方
へ
の
配
分
割
合
を
高
め
る
な

ど
、
地
方
に
お
け
る
道
路
整
備
財
源
の
充

実
に
努
め
る
こ
と
。

都道府県別市町村数 （平成１９年12月１日現在）

計市町村計村町都道府県計市町村計村町都道府県計市町村計村町都道府県

271512210岡 山 県1510514富 山 県1803514515130北 海 道

2314909広 島 県1910909石 川 県401030822青 森 県

2213909山 口 県179808福 井 県351322616岩 手 県

24816115徳 島 県8119623725長 野 県361323122宮 城 県

178909香 川 県422121219岐 阜 県25131239秋 田 県

2011909愛 媛 県422319019静 岡 県351322319山 形 県

351124618高 知 県633528226愛 知 県6013471532福 島 県

662838434福 岡 県291415015三 重 県443212210茨 城 県

201010010佐 賀 県261313013滋 賀 県311417017栃 木 県

231310010長 崎 県261511110京 都 府3812261016群 馬 県

481434826熊 本 県43331019大 阪 府704030129埼 玉 県

1814413大 分 県412912012兵 庫 県563620317千 葉 県

30921318宮 崎 県3912271215奈 良 県39261385東 京 都

461828424鹿児島県30921120和歌山県331914113神奈川県

4111301911沖 縄 県19415114鳥 取 県28131569山 梨 県

1,7987831,015195820合　 計21813112島 根 県35201569新 潟 県


